
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

三

六

号

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
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れ
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検
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出
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
ス
ク
ー
プ
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
北
方
領
土
交
渉
の
映
像
に
お
け
る
事
前
検
閲
等
に
関
す
る
質

問
主
意
書

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
八
日
に
放
送
さ
れ
た
「
ス
ク
ー
プ
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

北
方
領
土
交
渉
」
と
い
う
番
組
の
中

で
、
「
こ
れ
は
政
府
幹
部
の
打
ち
合
わ
せ
を
撮
影
し
た
映
像
で
す
。
外
交
機
密
が
含
ま
れ
る
た
め
音
声
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
」

と
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
流
れ
る
中
、
安
倍
総
理
、
谷
内
国
家
安
全
保
障
局
長
、
今
井
総
理
秘
書
官
ら
が
、
打
ち
合
わ
せ
を
す
る

映
像
（
以
下
、
「
本
映
像
」
と
い
う
。
）
が
放
映
さ
れ
た
。
本
映
像
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す

る
。

一

撮
影
時
の
本
映
像
に
は
「
外
交
機
密
が
含
ま
れ
る
」
音
声
が
録
音
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
で
良
い

か
。

二

政
府
は
本
映
像
を
放
映
前
に
事
前
に
確
認
し
、
「
外
交
機
密
が
含
ま
れ
る
」
と
判
断
し
た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

三

二
に
つ
い
て
、
政
府
が
事
前
に
確
認
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
が
「
外
交
機
密
が
含
ま
れ
る
」
音
声
で
あ
る
と
確
認
し

た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

一



四

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
自
主
取
材
に
よ
っ
て
本
映
像
が
撮
影
さ
れ
、
事
前
に
政
府
が
本
映
像
に
つ
い
て
何
ら
か
の
関
与
を
し
た
場
合
、

そ
れ
は
報
道
の
事
前
検
閲
に
あ
た
る
懸
念
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
こ
れ
は
政
府
幹
部
の
打
ち
合
わ
せ
を
撮
影
し
た
映
像
で

す
。
外
交
機
密
が
含
ま
れ
る
た
め
音
声
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
」
と
の
趣
旨
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
な
ど
を
事
前
に
政

府
が
要
求
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
事
前
検
閲
に
相
当
す
る
。
本
映
像
に
つ
い
て
、
事
前
検
閲
は
行
わ
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
政

府
は
事
前
に
何
ら
か
の
関
与
を
行
っ
た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

本
映
像
は
、
国
家
公
務
員
法
上
、
守
秘
義
務
の
課
せ
ら
れ
て
い
る
者
が
撮
影
し
、
そ
の
者
が
「
外
交
機
密
が
含
ま
れ
る
」

音
声
を
削
除
し
た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

本
映
像
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
含
む
国
家
公
務
員
以
外
の
者
が
撮
影
し
た
映
像
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
外
交
機
密
を
秘
匿
す
る

観
点
か
ら
、
撮
影
者
は
、
国
家
公
務
員
法
上
、
国
家
公
務
員
が
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
秘
密
を
知
り
得
た
こ
と
に
な
り
、
谷

内
国
家
安
全
保
障
局
長
ら
は
国
家
公
務
員
法
違
反
の
疑
い
が
強
い
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
で
良
い
か
。

七

六
に
つ
い
て
、
日
本
の
内
閣
総
理
大
臣
を
含
む
政
府
首
脳
が
北
方
領
土
交
渉
に
関
す
る
「
政
府
幹
部
の
打
ち
合
わ
せ
」
で

「
外
交
機
密
が
含
ま
れ
る
」
音
声
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
含
む
国
家
公
務
員
以
外
の
者
に
撮
影
さ
せ
た
場
合
、
安
倍
総
理
が
知
り
得
て

い
る
日
本
政
府
の
北
方
領
土
交
渉
に
関
す
る
考
え
方
を
漏
ら
す
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
漏
れ
て
も
仕
方
な
い
と
容
認
す
る

二



も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
外
交
機
密
」
は
、
「
国
務
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
規
範
」
（
以
下
「
規
範
」
と
い
う
。
）

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
閣
議
決
定
）
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
「
国
務
大
臣
等
（
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
、
副
大

臣
（
内
閣
官
房
副
長
官
を
含
む
。
）
及
び
大
臣
政
務
官
）
」
の
「
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
」
に
該
当
す
る
と
考
え

て
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

七
に
関
連
し
て
、
本
映
像
の
撮
影
に
つ
い
て
、
安
倍
総
理
は
規
範
に
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

九

本
映
像
の
撮
影
は
、
複
数
の
点
で
国
家
公
務
員
法
上
の
守
秘
義
務
違
反
な
ど
の
重
要
な
瑕
疵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
対
策
を
し
た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


